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杉並区広報課 

体育施設のネーミングライツパートナーが決定 
 
区では、財源確保の取り組みとして、令和４年度に指定管理者が更新する体育施設に

ついて、更新に合わせて、杉並区荻窪体育館ほか７施設のネーミングライツパートナー

の候補者を公募したところ、４施設（２事業者）について応募がありました。 

命名権を得た２事業者と令和４年４月１日から５年間のネーミングライツ協定を締結

し、本日より通称名の使用を開始します。 
  

ネーミングライツを導入する施設は、以下のとおりです。 

（１）杉並区上井草スポーツセンター   

①施設名称(通称名) ＴＡＣ杉並区上井草スポーツセンター 

②事 業 者 名 株式会社東京アスレティッククラブ 

③所 在 地 東京都中野区中野二丁目 14番 16号 

④契 約 期 間 令和４年４月１日から令和９年３月 31日まで（５年間） 

⑤契 約 金 額 年額 450万円 （５年間で 2,250万円）  

  （２）杉並区妙正寺体育館 

①施設名称(通称名) ＴＡＣ杉並区妙正寺体育館 

②事 業 者 名 株式会社東京アスレティッククラブ 

③所 在 地 東京都中野区中野二丁目 14番 16号 

④契 約 期 間 令和４年４月１日から令和９年３月 31日まで（５年間） 

⑤契 約 金 額 年額 90万円 （５年間で 450万円）  

（３）杉並区永福体育館 

①施設名称(通称名) ＴＡＣ杉並区永福体育館 

②事 業 者 名 株式会社東京アスレティッククラブ 

③所 在 地 東京都中野区中野二丁目 14番 16号 

④契 約 期 間 令和４年４月１日から令和９年３月 31日まで（５年間） 

⑤契 約 金 額 年額 200万円 （５年間で 1,000万円） 

（４）杉並区高円寺体育館             

①施設名称(通称名) 高円寺みんなの体育館  

建物総合管理のプロ集団 杉並建物組合 

②事 業 者 名 杉並建物総合管理事業協同組合 

③所 在 地 東京都杉並区成田東四丁目 34番 15号 

④契 約 期 間 令和４年４月１日から令和９年３月 31日まで（５年間） 

⑤契 約 金 額 年額 150万円 （５年間で 750万円）   

 

 

 

 

 

 

※ネーミングライツとは、区の施設や区が実施するイベント事業等に企業名や商品名を冠した

通称を命名する権利のことです。区では、ネーミングライツを取得するパートナーを募集

し、命名の対価として得られる収入を施設等の運営等に充てることによって、区民サービス

の向上を図っています。 

 
【問い合わせ先】 

政策経営部企画課： ０３－３３１２－２１１１ 内線１４７１ 

総務部広報課：０３－３３１２－２１１１（代表）  

 

 

 
 


